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議 事 日 程      別紙のとおり 

会議に付した事件      別紙のとおり 

会 議 の 経 過      別紙のとおり 

 



- 134 - 

議 事 日 程 表 

 

▽令和４年６月17日 

  日程第１ 委員長報告 

  日程第２ 議案第20号 令和４年度江北町一般会計補正予算（第３号） 

  日程第３ 議案第21号 令和４年度江北町国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号) 

  日程第４ 議案第22号 令和４年度江北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  日程第５ 議案第23号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時 開議 

○西原好文議長 

 おはようございます。ただいまの出席議員は全員であります。よって、令和４年第３回江

北町議会定例会会期８日目は成立いたしましたので、直ちに本日の会議を開きます。 

 ここで、会期４日目の三苫議員の江北町総合排水計画についての一般質問に対し、執行部

より答弁が行われましたが、その内容を修正したいということでありますので、執行部より

説明を求めます。山中総務政策課長。 

○総務政策課長（山中博代） 

 おはようございます。三苫議員の一般質問に対する私の答弁について補足説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 江北町総合排水計画についての御質問のうち、町外からの流入量についての御質問に対し

まして、満神排水機場については武雄河川事務所が所管している、また、国が管理している

と申した部分がございましたが、これは、流入量の把握については国が内水解析のデータを

管理しておりまして、把握は難しいという趣旨で答弁をさせていただいたところでございま

すが、適切な表現ではありませんでしたので、満神排水機場につきましては小城市が管理さ

れているということで修正をさせていただきます。 

 今後、誤解を招くことのないよう丁寧な説明に努めてまいりたいと思います。引き続きよ

ろしく願いいたします。 

○西原好文議長 
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 三苫議員、ただいまの課長の説明でよろしいでしょうか。 

○三苫紀美子議員 

 はい。 

○西原好文議長 

 それでは、進行していきたいと思います。 

 会期日程により、本日は委員長報告・討論・採決となっておりますが、ただいま議案第23

号が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第23号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 

 議案第23号を上程いたします。 

 職員をして議案を朗読させます。武富局長。 

○議会事務局長（武富和隆） 

    （朗読省略） 

○西原好文議長 

 朗読が終わりましたので、議案第23号の提案理由の説明を求めます。山田町長。 

○町長（山田恭輔） 

 皆さんおはようございます。それでは、本日追加提案をいたしました議案について御説明

を申し上げます。 

 議案第23号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 

 現委員の東島博幸氏の任期が令和４年６月23日で満了することに伴い、同委員として新た

に横町一氏を選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるも

のであります。 

 なお、経歴の詳細については別紙履歴書のとおりであります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○西原好文議長 

 町長からの提案理由の説明が終わりました。 

 それでは、議事日程により逐次議案の審議に入ります。 
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      日程第１ 委員長報告 

○西原好文議長 

 日程第１．委員長報告を議題といたします。 

 会期５日目に各委員会に付託いたしました議件に関し、各委員長の審査報告を求めます。

総務常任委員長、三苫紀美子君。 

○三苫紀美子総務常任委員長 

 皆さんおはようございます。それでは、総務常任委員長報告をさせていただきます。 

 今期６月議会定例会会期５日目の６月14日、私たち総務常任委員会に付託になりました諸

事件について、会議規則第38条の規定により審査の結果を報告いたします。 

 付託事件、議案第20号 令和４年度江北町一般会計補正予算（第３号）歳入全部と、歳出

のうち款１．議会費、款２．総務費のうち総務政策課、町民生活課及びこども教育課所管、

款３．民生費のうちこども教育課所管、款４．衛生費のうち町民生活課所管、款10．教育費。 

 以上の付託事件について、６月15日、５名の出席の下、執行部からの関係職員の出席を求

め、詳細なる説明を受け、質疑応答を経て慎重審査の結果、全議案とも原案どおり異議なく

全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 会期７日目の６月16日、満神排水機場（小城市砥川地区）及び江北町土地開発公社保有土

地（旧上小田団地跡）の現地視察を実施いたしました。この中で、旧上小田団地跡地につい

ては伐採等の跡地管理問題が懸念されました。今後このようなことがないように対策を講じ

ていただければと思います。 

 なお、小学校の改築・新築問題に関しましては、私たち総務常任委員会では新築ありきで

はないことを、申し訳ございません、申し添えます。 

 以上、委員長報告として終わらせていただきます。 

○西原好文議長 

 産業厚生常任委員長、井上敏文君。 

○井上敏文産業厚生常任委員長 

 皆さんおはようございます。それでは、産業厚生常任委員長の報告をいたします。 

 今期６月議会定例会会期５日目の６月14日、私たち産業厚生常任委員会に付託になりまし

た諸事件について、会議規則第38条の規定により審査の結果を報告いたします。 

 付託事件、議案第20号 令和４年度江北町一般会計補正予算（第３号）の歳出のうち、款
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２．総務費のうち地域振興課所管、款３．民生費のうち健康福祉課所管、款４．衛生費のう

ち健康福祉課所管、款６．農林水産業費、款７．商工費、款８．土木費、議案第21号 令和

４年度江北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、議案第22号 令和４年度江北

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

 以上の付託事件について、６月15日、16日の両日にわたり、全員出席の下、執行部から関

係職員の出席を求め、詳細なる説明を受けました。付託された事件については、質疑応答を

経て慎重に審査をした結果、全議案とも原案どおり異議なく全員賛成で可決すべきものと決

しました。 

 なお、当委員会に付託されました議案及び関連した議件について、16日午前９時30分から

現地調査を行いました。 

 今回の調査は、主に冠水の被害のあっている惣領分江口・正徳地区に関連した３か所の

ゲート関係及び塩害の被害があった鳴江地区について現場視察を行いました。 

 現地の視察の状況については、パワーポイントにて説明をしていきたいと思います。 

 （パワーポイントを使用）モニターを見ていただきたいと思いますけど、６月16日に視察

したということです。江北町の東部地区の航空写真であります。位置図をしております。４

か所というのは、小城市、江北町境付近に羽佐間水路のゲートがあります。このゲートと、

もう一つ、永田地区市町境のゲートがこっちにあります。このゲートと、あと、朽木排水機

場の排水樋門について視察を行いました。あと、鳴江排水機場ですが、塩害被害に対する鳴

江地区の状況を視察したところであります。 

 まず、１点目の羽佐間水路ゲートの件です。 

 現地において担当課から説明を受けました。状況としては、西側のほうは江北町側、手前

が小城市側ということになっております。上流から下流に流れてくるときに羽佐間水路の

ゲートがあるわけですが、上流からのごみ等が下流に、江北町側に流れないように、丸太で

ごみを、ここでせきってあります。こういう状況の中で、大雨のときに上流地域からこの

ゲートを開けてくれと、でないと上がつかりよるよというふうなことの要望があっておりま

す。だから、地域の人たちは、これを開けるとごみが下流に流れてくるということで、この

ごみが流れてくれば下流が迷惑するということから、そう簡単にいかないというふうな押し

問答があったと聞いております。やはりこの上・下流の調整をうまくするには、１つはこの

ごみを撤去するということが必要じゃないかと思います。ごみの撤去については年４回、町
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のほうで取られておりますが、今回少なかったなと思いますけど、前、私が見たときはかな

りの量でありました。こういうごみに対して、これから豪雨時期を迎えますので、この分に

ついては確認をしていただき、撤去していただきたいと思ったところであります。 

 続きまして、永田地区市町境のゲートということです。 

 この黄色の点線が小城市と江北町との境であります。ゲートはここの赤で記したところな

んですよね。４号水路の上流部分に当たります。現状としては５ゲート。今、出水期であり

ますので、いっぱい水がたまっている状況でありました。この分について現地で担当課から

の説明を受けたところでございます。これが、上流の牛津砥川地区から流れてくるわけです

けど、今満タンになっておりますが、こういう状態で豪雨、大雨が降れば、この雨量はここ

のゲートを越して正徳・江口地区に流れてくるということから、小城市との調整を図られて、

この４号水路の上流、小城市側のほうを、江北町と連携取りながら事前落水をしてもらうと

いったことも必要ではないかと感じたところであります。 

 次に、朽木排水機場の樋門の件です。 

 赤で２本しておりますけど、右側のほうが臨鉱ポンプの排水機場の排水ゲートがあるとこ

ろであります。向こうのほうにあるのが臨鉱ポンプで設置されている排水機場のゲートであ

りますが、問題は、この手前に朽木排水樋門というのがあります。これは国交省が管理され

ているわけですけど、牛津川の中のほうはここに鋼管が見えておりますけど、本来ここに支

柱があって、水位を計測するセンサーがついておったわけです。これは江北町側には立って

おりました。牛津川のほうは塩水ということで、腐食が激しくなったんだろうと思いますが、

やはり内水、外水の水位差の状況を知るためには、このセンサーをつけるよう国交省に要望

をしていただきたいと感じたところであります。 

 次に、鳴江排水機場の樋門について。 

 ゲートがよく閉まっていなかったということから、塩害のエリアについて視察を行ったと

ころです。見たときは満潮時期でありましたので、六角川の水位は高く、江北町側のほうは

低かったわけですけど、六角川の水がこの中に入り込んだとすれば、この水位よりは上がっ

て塩水が入ったんじゃないかなというようなことが想像できました。現地にてその状況を担

当者から説明を受けたところであります。 

 パワーポイントで現場を説明しましたが、以上４か所についての問題点を要約しますと、

１か所目の羽佐間水路ゲートについては、ゲート前にたまったごみを豪雨前に除去する必要
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があると思います。 

 ２か所目の小城市牛津町永田地区境のゲート操作については、小城市と事前落水の協議を

していく必要があると感じたところであります。 

 ３か所目の朽木排水樋門については、樋門外側の水位センサーの支柱が腐食してなくなっ

ており、この設置については国交省に要望をしていただきたいと思います。 

 ４か所目の鳴江水門からの海水流入により塩害を受けたエリアについて、現地にて確認を

行ったところであります。 

 執行部におかれましては、今後とも江北町総合排水計画に基づき、浸水被害の軽減に努め

られますよう切にお願い申し上げる次第でございます。 

 以上、産業厚生常任委員長の報告を終わります。 

○西原好文議長 

 委員長の審査報告が終わりましたので、委員長報告に対する質疑を求めます。質疑の方ご

ざいませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 では、本日の議事日程により、逐次、討論、採決をいたします。 

      日程第２ 議案第20号 

○西原好文議長 

 日程第２．議案第20号 令和４年度江北町一般会計補正予算（第３号）を議題といたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○西原好文議長 
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 起立全員であります。よって、議案第20号 令和４年度江北町一般会計補正予算（第３

号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第３ 議案第21号 

○西原好文議長 

 日程第３．議案第21号 令和４年度江北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○西原好文議長 

 起立全員であります。よって、議案第21号 令和４年度江北町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第４ 議案第22号 

○西原好文議長 

 日程第４．議案第22号 令和４年度江北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 

 討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案は委員長の報告どおり決することに賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○西原好文議長 

 起立全員であります。よって、議案第22号 令和４年度江北町後期高齢者医療特別会計補
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正予算（第１号）は原案どおり可決と決しました。 

      日程第５ 議案第23号 

○西原好文議長 

 日程第５．議案第23号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 

 質疑を求めます。質疑の方ございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 質疑がないようですので、質疑を終結し、討論に入ります。討論の方ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。 

 本案に賛成者の起立を求めます。 

    （賛成者起立） 

○西原好文議長 

 起立全員であります。よって、議案第23号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

は同意することに決しました。 

 皆様に御報告いたします。陳情書等が提出されております内容につきましては、お手元に

配付しております文書表のとおりであります。 

 これをもって本議会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 

 これにて令和４年第３回江北町議会定例会を閉会したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○西原好文議長 

 異議なしと認めます。よって、令和４年第３回江北町議会定例会を閉会いたします。 

午前９時23分 閉会 
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